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事業所
所在地

事業所名
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文書による指摘の内容
指摘に
対する　
是正状況

備考

合同会社向
日葵

室戸市 訪問介護事業所一
期一会

R6.7.10 １　重要事項説明書について、不足する事項（訪問介護員等の勤
　務の体制）が認められた。
２　運営規程に、不足する事項（虐待の防止のための措置に関す
　る事項）が認められた。

改善済

有限会社ミ
ウラ

室戸市 訪問介護サービス
あすなろ

R6.7.11 １　サービス提供責任者を必要な員数以上配置していない期間が
　認められた。
２　運営規程に不足する事項（虐待の防止のための措置に関する
　事項）が認められた。

改善済

社会福祉法
人土佐厚生
会

安芸市 ホームヘルプス
テーションやなが
れ

R6.6.11 なし

有限会社西
田順天堂東
部店

安芸市 ヘルパーステー
ションあったか

R6.9.5 １　訪問介護計画を作成していない事例が認められた。 改善済

有限会社四
国総合介護
システム

須崎市 ヘルパーステー
ションすまいる　
須崎

R7.1.9 なし

有限会社あ
さひサービ
ス

宿毛市 ヘルパーステー
ションアライブ

R6.8.21 １　勤務表を作成していないことが認められた。
２　感染症に係る業務継続計画を策定していないことが認められ
　た。
３　感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備していな
　いことが認められた。
４　重要事項を掲示していないことが認められた。

改善済

医療法人　
次田会

土佐清水
市

ホームヘルプサー
ビスセンター「げ
んき」

R6.9.19 なし

社会福祉法
人香南会

香南市 ヘルパーステー
ションはま風

R6.6.4 なし

合同会社
901factor
y

香南市 ヘルパーステー
ションmomo

R7.1.16 なし

社会福祉法
人香美市社
会福祉協議
会

香美市 香美市社協ヘル
パーステーション
八王子

R6.7.18 なし

東洋町 安芸郡東
洋町

東洋町訪問介護事
業所

R6.7.10 １　利用者の家族の個人情報を用いる場合に、文書による同意を
　得ていない事例が認められた。

改善済

合同会社八
十八

安芸郡芸
西村

ヘルパーステー
ションここ

R6.10.3 なし

株式会社ニ
チイ学館

吾川郡い
の町

ニチイケアセン
ターいの

R6.6.13 １　運営規程に実態と相違する事項（通常の事業の実施地域）が
　認められたので、是正すること。
２　利用者の家族の個人情報を用いる場合に、文書による同意を
　得ていない事例が認められた。

改善済

R6.9.18 １　領収証を発行していない事例が認められた。 改善中

２　感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備していな
　いことが認められた。

改善中

３　虐待の防止のための指針を整備していないことが認められた。 改善中

４　介護報酬の額の算定に当たり、省令第37号第37条の２に規
　定する基準に適合していないことが認められた。

改善中

社会福祉法
人しまんと
町社会福祉
協議会

高岡郡四
万十町

社会福祉法人しま
んと町社会福祉協
議会指定訪問介護
事業所西部

R6.11.5 なし

令和6年度運営指導結果
サービス種別：訪問介護

合同会社蒼
空

高岡郡四
万十町

訪問介護事業所　
きづな


